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練馬区立高松小学校ＰＴＡ規約

第１章　名称および事務所
第１条　この会は、練馬区立高松小学校ＰＴＡという。
第２条　この会の事務所を同校内に置く。

第２章　目的
第３条　この会は、次の諸項を目的とする。

1. 家庭と社会と学校における子供たちの幸福な成長をはかる。
2. 家庭教育や社会教育について関心と理解を深める。
3. 学校教育を正しく理解し、その教育活動に協力する。
4. 会員相互の教養を高め、親睦をはかる。
5. 地域社会の教育的環境を整備する。

第３章　性格
第４条　この会は、次の性格を持って運営する。

1. 特定の政党や宗教にかたよらず、もっぱら営利を目的とする行為は行わない。
2. 子供たちの教育並びに福祉のために活動する他の団体および機関と協力する。
3. 学校に協力するために意見は述べるが、学校の経営や人事には干渉しない。

第４章　会員
第５条　この会の会員となることのできるものは、次のとおりとする。

1. 本校に在籍する児童の保護者、またはこれに代わるもの。（以下、保護者という。）
2. 本校の校長および教職員。
3. この会へは自由意志で入会し、また、退会できる。

a. 入退会は所定方式の届出によるものとする。
b. 本校に在籍する児童すべてが卒業や転出した保護者、または、異動に伴う勤務地の
変更によって上記の会員資格を失うものは自動退会とする。

第５章　会計
第６条　この会の運営に要する経費は、会費、寄付、および事業収入等によってまかなう。
第７条　この会の会員は、会費を負担するものとする。

1. 年度毎の会費は総会で決める。
2. 同年度中の退会時の返金は行わない。但し、退会に特別の事情がある場合、申し出に応じ後
述の役員会にて審議の上で対応とする。

3. 転入等に伴う年度中の途中入会の場合、年度の会費はその入会月に応じる。
第８条　　この会の経理は、総会において決められた予算に基づいて行われ、その決算は会計監査を

経て総会に報告され、承認を得なければならない。
第９条　　この会の予算から部活動に補助を出すことができる。但し、対象となる部活動は活動している

部員のうち過半数を現ＰＴＡ会員が構成することが条件となる。
第１０条　この会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。
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第６章　役員
第１１条　この会に、次の役員を置き、その職務は次のとおりとする。

1. 会長１名（保護者）
a. この会を代表し、会務を総括する。
b. 総会、役員会、運営委員会を招集する。

2. 副会長　若干名（保護者）
a. 会長を助け、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
b. 本会の趣旨徹底を図るため、会員相互の連絡や、意見の交換に努める。

3. 書記　若干名（保護者若干名と教職員１名）
a. 総会、役員会、運営委員会等の議事ならびに、この会の活動に関する重要事項を記
録し、その書類を保管する。

b. 事務連絡、その他会長の指示に従って、この会の庶務を行う。
c. 本会の趣旨徹底を図るため、会報の発行の計画と管理を行う

4. 会計　若干名（保護者若干名と教職員１名）
a. この会の会計事務一切を処理する。
b. 総会において、決算報告をする。
c. この会の財産を管理する。

5. 校外　若干名（保護者）
a. 校外関連団体などとの連絡や情報交換を行う。
b. 地域や青少年委員と交流を持ち、活動を行う。
c. 子供たちの校外生活での充実や安全をはかり、地域社会の教育的環境の整備につと
める。

第１２条　役員の任期は、１年とし、４月１日より就任する。ただし、引き続き同じ役員の職については、再
任を妨げない。

第１３条　役員は、引き続き他の役員に選任されることができる。
第１４条　役員に欠員が生じた時は、役員会で選定する。但し、任期は残任期間とする。

第７章　会計監査・相談役
第１５条　この会の、会計の監査、並びに健全な運営を補助するために、役員経験者の保護者や教職

員より若干名の会計監査および相談役をおく。
第１６条 　会計監査は、必要に応じて会計記録を監査する。また、相談役は、必要に応じてこの会の運

営に助言を与える。
第１７条　会計監査、相談役の任期は、１年とする。但し、再任を妨げない。

第８章　役員・会計監査・相談役の選出
第１８条　役員選出については、役員にて選任業務を行う。

1. 役員選出に伴う事務について、役員は必要に応じ保護者に協力を依頼する。
第１９条　役員は慎重な審議の上、候補者の同意を得て、総会に報告する。

第９章　役員会
第２０条　役員会は役員・会計監査・相談役ならびに、校長、副校長をもって構成し必要に応じて開き、

次のことを行う。
1. この会の運営方針を決める。
2. 事業経過ならびに結果の報告をする。
3. 学校行事などに関わる運営・事務作業の協力を保護者に依頼する。
4. その他重要なことの協議と処理にあたる。
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第１０章　運営委員会
第２１条　運営委員会は、役員・会計監査・相談役と委員会・地区子供世話人会の代表ならびに校長、

副校長をもって構成し、必要に応じて開き次のことを行う。
1. 役員、委員会、地区子供世話人会より提出された意見、ならびに立案された計画について協
議する。

2. 総会に提出する決算報告ならびに予算案の審議をする。
3. その他重要なことの協議と処理にあたる。

第１１章 委員会、地区子供世話人会、特別委員会
第２２条　この会の目的を達成するために、次の委員会及び地区子供世話人会をおき、活動を行う。た

だし、天変地異などに伴い通常の活動が困難と見込まれる場合には、役員会での合意の
元、選出人数などを変更し活動を行う。

1. 広報委員会 (全体で４名程度)
a. 会や学校の活動および会員の相互理解を深めるため、役員書記と連携し会報を発行
する。

b. 会報の発行にあたる取材活動の協力を保護者に依頼する。
c. 活動内容を記録し次年度に引き継ぐ。
d. 主な活動

i. 定例会
ii. ＰＴＡ行事への参加

iii. 年２回の会報発行作業（活動テーマ及び誌面内容決定、取材活動・取材依
頼、編集・編集依頼、校正、印刷又は印刷依頼、配布）

2. イベント実行委員会（全体で６名程度）
a. 地域や青少年委員と交流を持ち、子供たちが地域社会とのつながりを持つ場としての
イベントの企画や実行を行う。

b. イベントの開催にあたり、その運営の協力を保護者に依頼する。但し、当該イベントが
学校行事として開催される場合、役員・校長・副校長との協議の上でその対応をする。

c. 活動内容を記録し次年度に引き継ぐ
d. 主な活動

i. 定例会
ii. ＰＴＡ行事への参加

iii. 子供たちのためのイベント企画・運営
iv. イベント運営にあたる保護者への協力依頼

3. 地区子供世話人会（各地区班にて選出）
a. 地区班における子供たちの校外の安全を守る活動を行う。
b. 主な活動

i. 定例会
ii. なかよし登校班の管理

iii. 防犯、交通安全パトロール
第２３条　各委員会、ならびに地区子供世話人会にそれぞれ役員との情報共有や委員内での円滑な連

絡の為の代表を１～２名程度おく。
第２４条　各委員会、ならびに地区子供世話人会の代表の任期は１年とし、欠員が出た場合は再び互

選し、運営委員会に報告する。
第２５条　この会の事業のうち、一時的に特別のことを行うための特別委員会を置くことができる。
第２６条　特別委員会は、運営委員会で選び会長が委嘱し、その任務が終わったとき解任する。
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第１２章　総会
第２７条　総会は、全会員をもって構成し、この会の最高議決機関である。
第２８条　総会は、定期総会と、臨時総会とする。
第２９条　定期総会は、毎年次のように開く。

1. 五月総会
a. 前年度の決算報告・各委員会事業報告の承認をする。
b. 新年度の事業計画の審議をする。
c. 新年度の予算を審議する。
d. その他重要なことの審議ならびに承認をする。

2. 三月総会
a. 翌年度の役員及び会計監査の承認をする。
b. その他重要なことの審議ならびに承認をする。

第３０条　臨時総会は、運営委員会で必要と認めたとき、ならびに全会員の三分の一以上の要求があっ
たとき開かれる。

第３１条　総会は、会員数の三分の一以上の出席がなければ成立しない。但し、委任状も出席者数に
含めることができる。なお、天変地異などに伴い集会による総会の開催が困難な場合、書
面、もしくは電子的な方法で開催を代替えする。この場合も会員数の三分の一以上の回答
をもって成立とする。

第３２条　総会の議決は、出席者数の過半数の同意を必要とする。書面、もしくは電子的　　　　な方法
による回答についても同様とする。

第１３章　会則の改正
第３３条　この会則を変更するには、総会において、出席者数の三分の二以上の賛成がな　　ければな

らない。書面、もしくは電子的な方法による回答についても同様とする。

第１４章　会則の運用
第３４条　会則に特別の定めのない年度内の活動に必要な事柄については、この会則や会の趣旨に反

しない限り役員会で協議し定める。但し、次年度も継続し定めが必要な事柄については総
会にて会員への周知や会則の変更を諮るものとする。

第１５章　付  則
第３５条　この会は、昭和四十三年六月四日より施行する。

昭和四十八年三月十二日、規約の一部を改正。
平成三年三月四日、規約の一部を改正。
平成五年三月十日、規約の一部を改正。
平成九年十一月六日、規約の一部を改正。
平成十七年四月一日、教頭から副校長へ表記変更。
平成十九年三月五日、規約の一部を改正。
平成二十一年三月二十三日、規約の一部を改正。
平成二十二年三月二日、規約の一部を改正。
平成二十三年三月一日、規約の一部を改正。
平成二十四年二月二十八日、規約の一部を改正。
平成二十五年二月二十八日、規約の一部を改正。
平成二十七年二月二十八日、表紙に設立年月日を明記。
平成三十年三月七日、規約の一部を改正。
平成三十一年三月七日、規約の一部を改正。
令和三年三月八日、規約の一部を改正。
令和四年三月十一日、入退会・会計・委員会等に関する規約を改正。
令和五年三月十七日、規約の一部を改正。
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慶弔費についての細則

会員の慶弔及び見舞いは次のとおりとする。

（１）会員死亡の場合　　　　　　　５，０００円

（２）児童死亡の場合　　　　　　　５，０００円

（３）教職員家族（配偶者、父母、子女）死亡の場合　　　３，０００円

（４）その他の職員は、上記に準じて役員が決め運営委員会に報告する。

（５）会員、児童及び教職員の不慮の災害（病気等）の場合は役員が決め、運営委員会に報
告する。

原則として運営委員会としては、ＰＴＡ会費より経常している範囲内で会長が会員を代表して持
参するので、会員各自はお焼香のみとする。
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ＰＴＡ役員・会計監査活動一覧

ＰＴＡ役員及び会計監査の活動内容は下記のとおりとする。

会　  長　（保護者１名）
　　ＰＴＡを代表し、全体をまとめていく。
　  ＜活動内容＞　

◆ ＰＴＡ総会、運営委員会等の招集
◆ 小Ｐ連行事等、地域行事への参加

副 会 長　（保護者若干名）
会長の補佐をする。また、ＰＴＡ行事（委員会行事を除く）を会長の指示のもとに総括する。

＜活動内容＞
◆ ＰＴＡ総会、運営委員会等の準備及び司会進行
◆ 地域行事への参加

書　　記　（保護者若干名、教職員１名）
　　主にＰＴＡ活動（委員会行事を除く）に関する印刷物の作成と保管を担当。
＜活動内容＞　

◆ ＰＴＡ総会、運営委員会の記録、報告（運営委員会だより等）
◆ 事務連絡、その他会長指示に従った庶務
◆ 広報委員と連携し会報の発行内容の検討
◆ 地域行事への参加

会　　計　（保護者若干名、教職員１名）
　　ＰＴＡ会費を管理し、会計事務一切を行う。
　  ＜活動内容＞　

◆ 予算案の作成、会計報告
◆ ＰＴＡ会費の引き落とし事務と、アルミ缶回収の管理
◆ 会員の入退会管理業務
◆ 地域行事への参加

校　　外　（保護者若干名）
　　校外関連団体などとの連絡や情報交換を行う。
　  ＜活動内容＞　

◆ 地域関連団体や青少年育成委員と交流を持ち、活動を行う。
◆ 青少年育成第四地区委員会（第四出張所管内の学校を対象に活動している委員

会）主催の行事参加と参加者募集、お手伝い
（主な行事 ⇒なわ跳び記録会、ラジオ体操、こども寄席
サッカー大会、子どもフェスティバル等）

会計監査（保護者若干名、教職員１名）
　　ＰＴＡの会計記録を監査する。ＰＴＡ役員経験者が望ましい。
　  ＜活動内容＞　

◆ 10月と4月（次年度）の年2回、会計記録の監査及び報告
◆ 他役員の活動補佐

相談役（保護者若干名）
　　ＰＴＡの健全な運営を補助する。会計監査が兼ねることがある。
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　  ＜活動内容＞　
◆ 必要に応じてＰＴＡの運営に助言を与える
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練馬区立高松小学校PTA個人情報取扱規定（案）
（目的）
第1条 この規程は、練馬区立高松小学校PTA(以下、「本会」という)が個人情報の取得、利用、

提供および管理の適正を期するため、個人情報を取り扱う場合の基本的事項を定め、
本会の円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とする。

（責務）
第2条 本会は、個人情報の保護に関する法令等を遵守するとともに、本会の活動において個

人情報の保護に努める。

（守秘義務）
第3条 本会の活動に従事する者または従事していた者は、その活動において知り得た個人情

報を他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。

（規定の周知）
第4条 本会は、この規定を総会資料または配布等により、少なくとも毎年１回は会員に周知す

る。

（個人情報の取得）
第5条
1項 本会は、会長または役員が、会員または会員になろうとするものから個人情報を取得す

る。
2項 本会が会員から取得する個人情報は、児童および保護者の氏名、学年、学級、住所、電

話番号、メールアドレス、電子機器を用いた連絡を取りうる宛先のほか、各種名簿の作成
に必要な事項で本会の役員会で決定した事項とする。ただし、取得にあたっては本人が同
意する事項とする。

3項 要配慮個人情報については、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならない。

（同意の取り消し）
第6条
1項 会員は本会に対して個人情報の取得に同意した場合であっても、その後に個別またはす

べての項目について同意を取り消すことができる。
2項 前項の申し出があった場合、本会は遅滞なく該当する個人情報を削除または破棄しなけ

ればならない。ただし、すでに会員に配布している名簿などがある場合については、原本
の破棄や元データより削除を行い、同様の名簿の次回配布時に該当個人情報が含まれ
ないようにすることでこれに替えるものとする。

（個人情報の利用）
第7条
1項 本会が保有する個人情報は、本会規約第2条の活動目的を達成するための活動を行うに

あたり、次の項目に沿った利用を行う。
１号　会員名簿・委員会名簿をはじめとする各種の名簿作成
２号　会議および事業の開催、会報誌などの送付
３号　会費の集金および管理
４号　次期役員、委員、および係の選出活動
５号　その他、総会または役員会において認められた項目

2項 本会は、前項第５号により新たに認められた項目については、速やかにその利用目的を
会員に周知または公表しなければならない。またその利用目的が継続する場合は、遅滞
なく前項に定めることとする。

3項 本会および会員は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第１項に定める項目の利用目的
の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。



（個人情報の提供等）
第８条
1項 本会および会員は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に

個人情報を提供してはならない。
（1） 法令に基づく場合
（2） 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合
（3） 公衆衛生の向上・児童の健全な育成の推進のために必要な場合
（4） 国、東京都、練馬区またはその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行す

ることに対し、協力する必要がある場合
（5） 役員に関するもので、国、東京都、練馬区、PTA連合会、またはこれらに準じる公

共目的の団体または学校等が、PTAに関する事業または事務を遂行することに
対し、協力する必要がある場合

（6） 本会の事業等を実施する委託事業者に提供する場合
（7） その他、本会規約第２条の活動目的を達成するための活動を行うために必要で、

総会または役員会で認めた場合
2項 本会が個人情報を第三者に提供した場合は、次の項目について記録を作成し保管しなけ

ればならない。ただし、提供先が国、東京都、練馬区の場合はこの限りではない。
（1） 第三者の氏名、住所、電話番号等
（2） 提供した個人情報の項目および件数
（3） 提供した理由
（4） 提供することに対し提供者の同意を得ている旨
（5） その他特に必要があると認められた項目

3項 本会が個人情報を第三者から提供を受ける場合は、次の項目について確認を行わなけれ
ばならない。
（1） 第三者の氏名、住所、電話番号等
（2） 提供を受ける個人情報の項目および件数
（3） 第三者が個人情報を取得した経緯
（4） 提供を受けることについて対象者の同意を得ている旨
（5） その他特に必要があると認めた項目

（個人情報の管理）
第９条
1項 本会が取得した個人情報は、会長または会長が指名する役員が適正に管理する。
2項 本会から配布を受けた各種名簿は、個々の会員が適正に管理する。

（個人情報の安全管理措置等）
第１０条
1項 本会は取り扱う個人情報の漏洩、滅失または既存の防止、その他の個人情報の安全管

理のために必要かつ適切な措置を講ずる。
2項 本会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に

保つとともに、利用する必要がなくなった時は、当該個人情報を遅滞なく削除する。

（その他）
第１１条　本会は、個人情報の取り扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努める。

（規定の改正）
第１２条　この規定を改正するときは、総会において決定を行う。

付則
この規程は、令和３年４月１日から施行する。


